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沖縄県議会告示第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第４項の規定により、次のとおり条例制定請求代表者に意見を

述べる機会を与える。

平成30年９月20日

沖縄県議会議長 新 里 米 吉

１ 日時 平成30年９月20日 午前11時

２ 場所 沖縄県議会議事堂

３ 事件名 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

４ 意見を述べる機会を与える条例制定請求代表者の数 ４人以内

５ 意見を述べる時間 合計30分以内

30 ９ 20 木曜日 （号外第33号）
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